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第一次大戦期ドイツにおける住宅政策の展開

一一ウ吻ァイマル住宅立法の歴史的前提一一

後藤俊明

は じ め に

ドイツの住宅制度は，ヴァイマノレ共和国の成立とともに大きな転換期を迎え

た。共和制初期に借家人の保護を目的とするいわゆる住宅三法が制定され，ま

た，相対的安定期にほ国家財政主導による住宅建設が積極的に推進された~

かかる新しい内実をも勺た住宅政策を実現きせえた置接的な要因は，まずもっ

て1918年以後の政治的，社会的権力配置の変動と経済情勢の変化とに求められ

るべきであるが.ここでは，新しい住宅制度への移行を可能にしたいくつかの

条件がすでに第一次大戦期に準備されていたことに注目したい。とりわけ，家

主層の私的な財産処分権に対する公権力の介入を強化することによって借家人

の保護を図るという，すぐれて社会干渉主義的な住宅政策は，まさしく第一次

大戦期にーーたとえなお不徹底性を残しつつも一一ひとまずその制度的な基礎

を獲得したのであった。この時期の住宅制度における国家の社会干渉 (Sozial-

intervention) は，もとより総力戦の遂行という要請を最優先課題として展開

されたため戦時体制に特有な刻印を帯びているのであるが，しかし，そこでの

主要な住宅立法がヴァイマノレ共和制期の住宅f告度の基本的な枠組みを規定した

ことに止目するならば，それはヴァイマノレ期の干渉主義政策の歴史的な前提を

1) ゲァイマル期住宅政策を考察するためD基本的な視座および住宅三法のひとつである「住宅不
足法J CWohnungsmangelgesetz)をめぐる諸問題については，拙稿「ヴァイマル共和制初期。
住宅立法一一「住宅不足法」と家主層一一Jr社会経済史学'Hl巷2号(19由年6月〉を参照さ
れたい。
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形成するものであったと位置つ、けることができるだろう九以上の視角から第

一次大戦期の住宅政策の展開過程を考察することが，小稿の課題である。

I 第一次大戦初期の住宅政策

第一次大戦初期の住宅政策は，出征兵土の家族に対する保護政策と，それに

よって経済的に苦境に詣った家主層のための救済措置とによって特徴づけられ

る。

まず，出征兵士の家族の保護を日的とする政策は， ドイツが対ロシア宣戦布

告に続いてフラ Y スに対して宣戦を布告した翌日に，はやくもその重要な第一

歩をしるした。すなわち， 1914年 8月 4日に公布きれた「戦争のために諸権利

の主張を妨げ bれる諸個人の保護に関する法律J"は，草務に就いている個人

をめ寸る私法上の訴訟に関する審涯を，戦争状態が続くかぎり，中断すべきこ

とを定めたのである。この法律は，主として，出征中に債務の弁済を迫られる

ことから出征兵士を保護することを目的とするものであったが，住宅政策との

2】 コゅブJJurgen Kockaは， いわゆる組織資本主義論を展開するさいに現代国家における国家

干渉について，資本主謹的市場の均衡撹乱の予防と経済の安定成長由実現を目的とする経済干渉. . 
L 社会的紛争司調整に介入することによコて社会的安定イじをはかる社会千世といラ 2つの形態

をt知商している。 Vgl.J. Kocka. Organisierter Kapitalismus oder Staatsmonopolistischer 
Kapita1ismusフ BegrifflicheVorbemerkungt:!n， in: H. A. Wiukler (Hg). Organisierter 

Katitalismus， Gottingen 1974， S. 22 ところで， '1叶誼では，住宅制度に考察を限定したうえで，

国家自社会干渉の端緒を第一次大戦期にまめているが，これは， ドイツにおける組織資本主誼

への移行過程における固期として第次大戦期を決定的に重視するコッカの見解に依拠している
CIbid.， S. 33， Anm. 22)。こ白ヨッカ・テーゼに対してョグィ γクラ一日einrichAugust Win-

klerやフェルドマン GeraldD. Feldman らは批判的である。その反論叩根拠と Lて， とりわ

け，組織資本主義・現代干渉国家への発展傾向がヴァイマル共和制期 (1929年以前〉に逆転する
事実がみられるよことが指摘され，組織資本主義へ白移行ほ1930年代以降に求めるべきである E主

張される。 Vgl.G. D. Feldman， Der deutsche Organisierte Kapitalismus wahrend der 
KJ"Iegs-und Inflationsjahre 1914-1923， in: :'bid.， S. 165-166: H. A. Winlder， Vorlaufige 

Schlusbemerkungen， in: ibid.， S. 217 こうした事行期をめぐる論争は， たんに組織資本主

義の時期区分をめく匂問題だけでなく，ヴァイマル体制の歴史的な性格況定に関わる重要な問題

を古んでいると思わ札品。なおz 組織資本主義論の理論的および実証的諸問題に関する包括的な

検討として，大野英二『現代ドイツ社会史研究序説』岩波書庖 1982年号 273-323ベージが書照さ

れるべきである。
3) Gesetz. betreffend den Schutz der infolge' des Krieges an Wahrnehmllng ihrer Rechte 

behinderten Personen vorn 4. 8. 19l4， in: Reichsgesetzblatt (== RGBl). 1914， S. 328-332. 
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関連からみるならば，この法律の意義は次の点に求めることができる。すなわ

ち，借家人が兵役に就いているとき家主は彼に対して家賃の滞納を理由にして

立ち退きを請求する ζ とができなくなり，その意味で，出征兵土やその家族に

とって事実上家賃の支払猶予が認められることになったのである。

こうした保護措置の実施によって家主の家賃収入が減少することは，不可避

であった。ベノレリー γの家主団体が1日15年初めに10，800棟の貸家につL、C調査

した結果によれば，開戦後 6カ月間に生じた家賃の減収総額は約1，763万マノレ

ク ( 1棟当り 1，G32....，..ノレク)に達し，その27.6%にあたる 487万マルク(1棟当

り 450~ノレク〉が出征者家族に対する家賃の支払猶予によって直接に生じたも

のであったというべ帝国政府は当初これらの減収に対する補償措置を考慮し

なかったため，家主層はこの事実卜の家賃支払猶予令を，借家人を保護するた

めに家ヰに一方的な犠牲を強いる不当な政策であるとして批判した。その「不

当性」について家王層の刑益代表者は，帝国議会において次のように指摘して

いる。 I出征兵士やその家族を住宅から強引に立ち退かせることが不当である

ことは，もとより自明である。しかし，その負担を何ら補償措置を講じないま

ま法律によって家屋所有者に背負わせることは，決して自明のこととは言えな

い 家屋所有者の重い負担は，法律が住民のうち特定の階層に課した負担

の唯一の例であり，また，それは何の補償もな Lに全面的な義務を課した唯一

の例である」とへまた， ドイツ家屋土地所有者協会中央連盟 (Zentralver-

4) c. J. Fuchs， Die Wohnungsfrage四 rund nach dem Kriege， Munchen / Leipzlg 1917， S 

217， Anm. 5 これらの慌収が総収入に占める比率は，木明である。したがって，家費支払猶予

令が家主に与えた経済的な影響を数量的に確証することは困難であるが，いま貸家1棟に平均10
世帯が入周しその平均家賃が400マルクであったと恒定すれば， 1棟当りの減収は総収入の22.5克

に相当する。(以上で仮定した平均値の現実的な根拠については，次のものを参照せよ。 G.
Hohorst / J. Kocka I G. A. Ritter， Sozialgeschichtliche.s Arbt;; it~'buch. Materialien zur Statis 

tik d.出 K剖 serreichs1870-1914. Munchen 1975， S. 113; H. Lindemann， Wohnungsstatistik. 
in: Neue Uη由 rsuchungen pber die WohnungsfTage in Deutschland und im Ausland. Bd 

1 (=Schriften des Vereins f訂 Socialpol山ιBd.94)， Leipzig 1901， S. 278-279.) 
5) Rede VQn Arendt (Deutsche Fraktion) in der 52. Sitzung am 22. 5. 1916， zit. nach : Ver 

handlungen des Reichstags. 13. Legislaturperiode. II. Session. Stenographische Berichte 
〔以下ではI Stenographische Berichte des Reichstags. 13. LP. IIと略記)， S. 1213 (傍点は
引用者によるもの。以下同じ〕。
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band der Haus-und Grundbesltzervereine Deutschlands一一一以下 ZHGDと

略記〕は，政府宛の請願書のなかで家賃支払猶予令に対する不満を次のように

表明した。 r家屋所有者が出征者に対して住宅の明け渡しを主張できないにも

かかわらず，ひき続き彼らに住宅を保証しなければならないとすれば，それは

く家屋所有者にとっ亡〉身セ切られるような措置である」とへその問，地方

自治体のレヴェノレにおし、ては，家主層のための部分的な救済措置が展開された。

すなわち 8月 4日の法律によって家賃収入の減少を余儀な〈された家主に対

して， 地方自治体が家賃助成金を交付するという制度が尊入されたのである"

このことは，出征者が滞納した家賃を地方自治体が肩代わりするととを意味し

たが，そのさい，地方自治体は ζ の制度にともなう財政上の負担をできるかぎ

り軽減させるために，肩代わりの条件として家主に対して家賃の引き下げを要

求することが通例であった"。たとえば，ベノレリーンでは家賃を25%引き下げ

ることが助成金の交付条件であったというヘこうした救済措置によって家主

層は家賃の減収分の一部を補填することができたとしても，他面において一一

ベノレロ-:/の例をとれば一一本来の家賃収入の25%を放棄しなければならなか

ったため，家賃支払猶予令に対する彼らの不満は根強く残った。

ところで，第一次大戦初期に家主層のもとで家賃収入の減少をもたらした要

因として，以上の家賃支払猶予令のほかに，開戦にともなう住宅市場の変化を

指摘することができる。まず，借家人家族の夫が徴兵されたとき，残された家

族が親類のもとで同居すべく借家をひきはらう傾向がみられたlへとりわけ，

6) Eingabe an den Bundesrat， das Reichsjustizamt und den -Preus. Landwirtschaftsminister 
叩 m 2?:. 10. ]915， in: Der Schutz des Hausbesitzes und des Realkredits wahrend des Krie 

ges und nach dem Kriege， hrsg. v. Zentralverband det Haus-und Grundbesitzervereine 

DeUL5chlands， Spandnu 19日， S， 12 (カッロ内は引用者によるもの。以下同じ)，
7) H. Krauschwitz， Deutsche Wohnungswirtschaft und Wohnungspolitik seit 1913， iロ Bei

tri.ige zur stad;れschenWohn-出 1dSiedelωirtschaft C=Schriften des Vereins fi前 Sozial.

politik， Bd. 177. Teil [)， Milnchen / Leipzig 1930， 5. 14; C. J. Fuchs，噌 cit.，S. 156 

8) C. J. Fuchs， op. cit.， S. 156-157 
9) Rede von Bartschat CFortsch口氏licheVolkspartei) in det 52. Sitzung am 22. 5. 1916， in 
Stenographische Berichte des Reichstags. 13. LP. II， S. 1210 

10) c.]. Fllchs，噌 cit.，S. 157 
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戦争が当初の予想に反して長期化の様相を呈し始めたとき，こうした傾向はい

っそう強まり，貸家の空家率は一時的に増加した。また，戦時経済体制のもと

で家計が苦しくなった借家人の一部は，それまでの比較的高い家賃の借家から

低家賃の小規模な借家へ転居することを余儀なくされた1九その背景として，

戦時下における物価の上昇にともなう生活の困窮化という一般的な要因のほか

に，借家人のもとで間借りしτいたいわゆる転借人 (Untermieter) の徴兵と

いう要因を指摘することができる。すなわち，これまで家計収入を補充すへく

借家の一部を転貸していた借家人は，その転借人の徴兵によって転貸料を得る

ことができな〈なり，それまでの家賃の支払が困難になったため，上り安い住

宅へ転屑しなければ、ならなかったのである山。とうして，相対的に大規模な貸

家の所有者を中心にして家賃収入の減少がもたらされたのである。

かかる状況のなかで，抵当銀行が抵当権の安全性を確保すべ〈家主に対する

融資の一部を回収する動きを示したことが，彼らの経済的苦境をさらに深める

結果となった。抵当銀行は，家賃収入の減少にともなう担保物件の減価に直面

して，抵当の削減とそれに相応する融資元本の返済を家屋所有者に要求し始め

たのである1830 自己資金iこ余裕のない家屋所有者は，解約告知された融資を返

済するためには貨幣市場においてその返済資金を調達しなければならなかった

が，当時の経済情勢のもとではそれは容易でなかった。というのは，当時の貨

11) L. Preller， Sozial:t叫itikin der Weimar.er Republik， Stuttgart 1949. S. 67 
12) 転惜人が同居する借家。比率は， 1895年ベルリーン白 3部屋住宅以下町借家に閲する調査によ

れば，約21%-eあった。 Vgl.H. Lindemann， op. cit.， S. 354-355. 

13) C..I. F田 hs.ot. c仏.S. 164. 1叩第一次大戦以前よりドイツの不動産信用においては，主主
・償窓抵当 (Tilgungshypothek)に代わって継続抵当 (Dauerhypotheめが優位を占めていた。こ
の制度によれば，抵当銀行はその抵当融資を随意に解約することができ，責務者は解約告知され
た間資を一括返済する義務を負った。当時，住宅経済において設定されていた抵当のうち約70%
がιうした継続抵当 Cあったといわれる (Vgl.R. Eberstadt. H四品uchdes Wohnzmgswesens， 
4. Aufi.， Jena 1920， S. 402)。その後，継続抵当の不健全性に対する批判が高まり，公共的な住
宅建設融資においては逐次憤量抵当を設定すべきであるとの提言が， 1916竿帝国議会住宅委員会
において示された。 Vgl.Erster Bericht _CTeilbericht) der 10. Kommission zur Beratung 

aUer das Wohnungsw田 enbetreffenden A.ntrage und Petiti叩 en vom 12. 5. 1916. Reichs 
tags.Drucksache Nr. 295， 13. LP. II. S. 475. 
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幣市場は戦時公債の増発によって著しく逼迫しており，利子率の高騰が一般的

趨勢であったからである。それゆえ，抵当銀行による返済の強要は， とめわけ

家賃収入の著しい減少を余債な〈され，また，多額の負債を負っていた家主層

に対して深刻な影響を与えた。こうした窮状について， ZHGDは 1916年 3月

20日のプロイセン農業省宛の請願書において次のように指摘している。 I戦時

下において抵当銀行の側よめ抵当の縮減が執劫に要求されているが，戦争期の

経済情勢十戦時緊急立法を考慮するならば， c抵当融資のコ返済は現実におい

てほとんど行われえなし、」と'"さらに続けて，土地・家屋の評価額の低下に

ともたって抵当融資の法定限度額を超過する過剰融資状況が現出している事実

をひとまず承認するとしても，それは「一時的かつ外見的な状況」にすぎない

のであり，こうした戦時期の一時的な経済的困難を理由にして「抵当銀行が融

資元本の返済を要求し，これを強圧的に実現させるならば，大部分の都市部の

賃貸住宅所有者の絶滅が招来されることになるだろう」と間。

さらに，家主層と抵当銀行との関係において注目すべきいまひとつの事実は，

家主が指定期日に利子を支払うことができないとき抵当銀行がその融資を頻繁

に解約しようとしたことである。そのさい，多くの家主にとって解約きれた融

資元木を返済することは事実上不可能であったため，抵当銀行は通例その返済

を猶予するとともに，それとひきかえに利子率の引き上げを安求Lた。当時，

抵当融資の通常の刺子率は 4-4邑%であったが山，いま抵当銀行は家主に対し

て，融資元本の返済主 6カ月毎に延長する代わりに利子率を4.5-5 %へ引き上

げる乙とを忌諾するか，あるし 1は10年聞の返済猶予とひきかえに利子率士 4.5

4.7596へ引き上げ，かっ2.5%の手数料を徴収することを受け容れるか，いずれ

かの措置を選択す吾ょう強要するにいたったのである17)。このよう忙して強要

14) Eingabe an den Preus. Land柏市chaftsmini虻erund die Minister der ubtigen deutschen 

Bundesstaaten vom 20. 3. 1916. in: Der Schutz des H ausbesitzes und des Realkredits， S. 47. 

15) lbid.. S. 48-49 
16) c. J. Fuchs. op. cit.. S. 157. 
17) Ibid.. S. 218， An悶 8
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された高い利子は「懲罰利子J (Strafzinsen) にあたるとして家主層はこれに

強く反発したが"九支払能力がないかぎりこれを甘受するほかなかった。

ところで，以上で指摘した家賃支払猶予令や抵当銀行の攻勢などによって経

済的苦境に立たされた家主層に対して，政府はいかなる対比、を示したのであろ

うか。

連邦参議院は，開戦直後の1914年 8月 7日に「裁判による支払期限忌認に関

する布告」加を公布したが，それによれば，債務者の訴えに正当な理由がある

とき裁判所は債務の履行を 3カ月間猶予することができることになョた。さら

に， 12月22日の布告によって，この猶予期間は 6カ月に延長された加。乙れら

の法的措置の結果，抵当銀行によ。て強要される融資元本の返済を 6カ月間猶

予しうる可能性が家主層に与えられたのであるo しかし，彼らにとってこうし

た猶予措置でさえなお不十分であった。というのは，第 lに，猶予期間があま

りにも短く，しかも猶予は 1回限り認められるだけであったからであり，第2

に，裁判所に返済猶予を求めるさい，その要件として， (1)指定期日通りの返済

を不可能にした彼らの経済的苦境が明らかに戦争によってひき起こされたもの

であること， (2) 6カ月の猶予ののちには確実に融資元本を返済しうることの 2

点を，家主ヨ身が立証する義務を負うべきであるとされたからである"九この

18) Eingab巴 and~n Bundtsrat u. a. vom 2. 2. 1916， in: Der Schutz des Hausbesi向 esund 

des Realkredits， S. 37-39 この請願書には，戦時下における負担D平等化をまめる家主層D訴

えが次のように表明されている。 I懲罰利子を廃止することによって抵当債権者の刺殖は中断さ
れるであろうがj かかる利殖は，すべてのドイツ人が多大な犠牲を強レられている現下の情勢に
あって容易に放棄されうるものである。抵当債務者D苦境は披ら自身の責任に帰せられるもので
はた〈 もL懲罰利子が存続きれるならば，とうした苦境はさらにいーっそう悪化するであろう」
と (s.38~39)。

19) Bekanntmachung uber die gerichtliche Bewi1ligung von Zahlungsfristen 引 m7. 8. 1914， 
in: RGB1， 1914， S. 359-360目

20) Bekanntmachung， betreffend die Bewilligung von Zahlungsfris注目1 be i Hypotheken und 

Grundschulden vom 22. 12. 1914，皿 RGBI，1914， S. 543~544 
21) た左えば，次の哉ギJ耐の判決を且よ HeschluβdesKoniglichen Amtsgerichts in Charlot 

tenburg VOrn 12. 10. 1914; Beschlu且desArntsgerichts Spandau vom 1. 7. 1915; Beschlus 

des Landgerichts Berlin 111 vom 27. 7. 1915 (Texte aJ1er Beschlusse. in: Der Schutz des 
Haush町 itz♂sund des Realkredits. S. 28-30) 
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うち，とくに後者の立証要件に家主層の批判が集中した。家主層の見解によれ

ば，この返済猶予措置は，本来，戦争が早期に終結し貨幣市場における信用不

足も一時的な現象でしかないという認識にもとづいて. 6カ月という比較的短

い猶予期間を設定したのであった。しかし，実際には，戦争の長期化とともに

貨幣市場はさらにいっそう逼迫しているため，大多数の家主にとって 6カ月の

猶予期間が経過したのち貨幣市場で資金を調達して債務を弁済することは，事

実上ほとんど不可能である。それゆえ，かの第2の立証要件はもはや現実的な

意味をもっていない2230 こうした観点から政府の措置を批判した家主層は，

その改善を求めて次のような要求を提示した。 (1)返済猶予を戦争終了後1年目

まで認めるこ主. (2)返済猶予を求める債務者に様々な立証義務を課す個別審理

方式全廃止して，原則としてすべての債務者に対して一律に返済猶予を認める

こと. (3)猶予期間中に例外的に返済を求めるときは，その正当性もしくは緊急

性を債権者の側が立証すること加。これらの要求は，つまるところ戦争中の全

期間にわたって家主層に事実上全面的なモラトリアムを認めることを意味した。

さて，以上の家主層の要求は. 19日年11月に住宅制度全般を再検討すべく再

開された帝国議会第10委員会〔住宅委員会〕において審議の対象とされた。そ

の審議過程において，保守党，中央党，進歩人民党，社会民主党は共同で，家

会ゐ引き上申ゐ余止1:11'きふえに終戦後 2年固まで抵当融資の解約を禁止する

ことを提案した'"。しかし，この提案は帝国政府の反対にあって最終的に実現

されなかった。そのさい注目すべきことは，住宅制度における函家干渉の必要

性について帝国政府がいぜんとし亡消極的な姿勢を示したことである。すなわ

ち，政府の見解によれば，住宅建設がいまなお民間経済に大きく依存している

~~) Eingabe an deロ Bundesratu. a. VOIll 17. 1. 191-G. in; Der Schutz des Hausbesitzas und 

d凶 Realkredits，S. 23-24; Eingabe an das Reichsjustizamt und den Bunclesrat vom 29. 3. 

1916， in: ibi正.S. 51. 

23) Eingabe vom 17. 1. 1916， in; ibid.， S. 25-26. 
24) Erster Bericht (Teilbericht) der 10. Kommission vom 12 丘 1916，Reichstags-Druck. 

s.aehe Nr. 295， 13. LP. II. S. 473; C. J. Fuchs. op. cit.， S. 191 
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状況のなかで25〉，家賃制度や融資制度という私法の領域において国家の介入を

強めるならば，住宅経済への投資意欲が減退して住宅建設から民間資本が逃避

し，その結果住宅不足がいっそう加速化される恐れがあった"らこうした帝国

政府の反対のため第10委員会は 4党共同提案の成立を断念し，現行の返済猶予

措置を拡充することで妥協を図った。その成呆が， 1916年 6月 B日の「抵当，

士地債務，定期土地債務の権利主張に関する布告」叩である。この布告のなか

で，さきに指摘した家主層の要求との関連で注目すべき点は，第 1に，抵当融

資の元本返済について猶予期聞が 6カ月から 1年に延長され，かつ，債務者に

正当な理由があるときにはこの返済猶予が何度でもくり返し認められることに

なったことである。また， fU払いについても 6カ月の支払猶予が認められたが，

これは 1回限りとされた。第2に，債務者が返済猶予の訴えを起こしたとき，

裁判所は，債務者が猶予期間の経過後においても債務を弁済できないだろうと

いう予測を根拠にしてその訴えを却下してはならないと明示された。このこと

は，すでに指摘した債務者の立証要件を大幅に緩和することを意味し，旧規定

に対する家主層の批判に応えるものであった。総じて，この布告では，全面的

なモラトリアムの法制化を求める家主層の排他的な要求は拒否され，個々の具

体的な訴えに応じて問題を処理するという従来の個別審理方式が原則的に踏襲

されたのであるが，しかし，融資元本の返済猶予が事実上無期限に延長されう

る可能性が拓かれた点で， ζの布告は，従来の制度的枠組みを大きく修正し，

家主層の救済措置として決定的な意義をもつものであったといえよう。これに

対して，家主層の救済とひきかえに提案されていた借家人一般の保護(家賃の

引き上げ禁止)につい亡は，いぜんとして有効な政策的措置が展開されないま

2め たとえば， 公益的建設協同組合 (gemeinnutzigeBaug叩ossnschaft)による住宅建設は， グ

ァイマル期以前にはまだ十分な発展をみせていなかった。第一次大戦前夜にこの協同組合の数は
1，583に達したが， それらによって建設された住宅戸数怯総建設戸数百約3%を占めるにすぎな
かった。 Vgl.H. Hirtsiefer， Woh間 ngswirtschαft四 Preu:sen，Eberswalde 1929. S. 38 

26) Erster Bericht CTeilbericht) der 10. Kommission. S. 473 
27) Bekanntmachung也berdie Geltendmachung von Hypo比heken，Grundschulden und Renten・

schulden vorn 8. 6. 1916， in: RGBl， 1916， S. 454-458. 
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まに終りた。

以上，家主層の経済的苦境とそれに対する政府の対応によって規定された第

一次大戦初期の住宅政策の展開過程は，家主層に部分的なモヲトリアムを保証

した1916年6月8日の布告をもって，ひとまずその幕を閉じたのである。

11 借家人保護立法の開始

借家人の保護を目的とする住宅政策は，すでに前節にて指摘したように，開

戦直後より山征者家族のための家賃支払猶予令と Lて実施されていたが，その

後，住宅市場の変化に規定されつつ1917年を画期として新しい局面を迎えるに

いたる。出征者家族のみを対象とするこれまでの長定自在岳家λ余金に代わっ

て，いまや借家人一般に対しても保護措置を拡大すべく，政策の重心が全般的

品企家人余金へ転換きれるにいたったのである。その起点ともいうべき位置を

占めているのが， 1917年7月初日の「借家人保護のための布告」加である。以

下では，この 7月布告が制定されるにいたった背景と住宅制度においてそれが

有した意義について考察してみたい。

1 住宅建設の衰退

借家人保護政策の転換を促した直接的な契機は，戦時経済のもとにおける住

宅建設の衰退にほかならない。第 1表が示すように，大戦前の1913年には約23

万戸が建設されたのに対して， 1915年にはその 4分の lに減少し，さらに1916

年以降は住宅建設のほとんど完全な萎縮ともいうべき状態が立ち現われるにい

たった。こうした展開の主要な原因として，まずもって，軍需生産士優先する

経済政策の運営によ勺て民間の住宅建設が抑制されたことを指摘できょう加。

とりわけ1916年 B月いわゆるヒンデンプルク計画 (Hindenburg-Programm)

にもとづく軍備増強路線が打ち出され， 1916年秋以降軍事関連施設の建設に本

28) Bekanutmachung zum Schutze der Mieter VOrn 26. 7. 1917， in: RGBl， 1917， S. 659-660. 
29) とろした軍需生産と民間住宅建設との関連日，たとえば軍事経済的に枢要の地位を占めていた

ルール工業地帯の中核都市であるエッセンにおいて住宅建設。衰退が他の都市と比べて比較的緩
慢であったことによって，時証されるといえよう〈第l表参照〕。
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第 1表住宅建 設 (1912-192口年〉 〈単位戸〕

干度|全 国 1ペプルグ|ミュンヒェン|ユッセン

10，387 5，475 2，634 
1913 230，000 7，402 3，145 1，013 

1914 113，600 3，050 1，624 999 

1915 52，200 1，459 577 869 

1916 15，200 391 63 871 

1917 5，600 8 。 603 

1918 2，800 65 222 558 

1919 56，700 452 607 196 

1920 103，100 

出典 Die Entwicklung der deutschen Bau削 rtschaftund die Arbeitsbe 
schaffung im Jahre 1933， hrs-g. v. der Deutschen Bau-und Boden 
bank AG und der Deutschen Gesellschaft fur offent1iche Arbeiten 
AG， B"，din 0.0.， S. 54; D. Pe_tzina u. a.， Soziolgeo;chichtliches Ar~ 
beitsbuch III，恥1unchen1978， S 124， 

格的に着手されたため，民間住宅の着工が激減するにいたったのである加。そ

のさい，生産手段や労働力が戦争経済に優先的に投入されることになったため，

民間の住宅建設市場においては，建設資材の不足とそれにもとづく価格上昇が

現われるとともに抽h他方で建設業からの労働力の流出が進行した。第一次

30) H. Hirtsiefer， op. cit.， S. 56. なおj ヒンデンプルク計回目背景，立案過程および帰結につい

てはI G. D. Feldman. Arm}'， lndustry and Labor問 Germany1914-1918. Princeton 1966， 
pp. 149-196， 263-273を審照。

30a) たとえばI ドルトムントにおいて，次のような価格騰貴が報告されている。 Vgl. Denkschrift 
uber M4βnahmen gegen W.ohnungsnot in Dortmund， htsg. vom Magistrat der Stadt Dort一
回 und.Dortmund 1918， S. 39 

ドルトムントにおける建設資材。価格騰貴

(1914/1917平単位マルク〉

建設資材(数量) I 即時 1917年 |上昇率〈克〕

煉JL(1000個〉 21.50 72.00 234.9 
七メント (lt) 30.2θ 89.00 194.7 

水 Lっ〈い(11) B.f拍 28.00 229.4 

ライン砂 (11) 4.80 7.50 56.3 

木材 (lcflll) 43.00 150.00 248.8 

T字形鉄 (lt) 149.00 165.00 10.7 
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〈単位千人〉

業種

建設

土石

鉱業

金属加工

機械

化学

繊維

製 紙

皮 革

木材加工

食料 品

被 服

その他

1913竿 1918年 l増減〈四時=日

0 

40.1 

276.9 ( 3.7) 119.2 ( 1.8) 

647.6 ( 8.8) 2"4.4 ( 4.0) 

1，196.8 ( 16.2) 1，135.5 ( 17.2) 

680.1 ( 9.2) 733.8 ( 11.1) 

1，173.5 ( 15.9) 1，751.2 ( 26.5) 

18日6( 2.4) 487.7 ( 7.4) 

956.1 ( 12.9) 403.0 ( 6.1) 

199.0 ( 2.7) 15&0 ( 2.4) 

120.8 ( 1.6) 99.7 ( 1.5) 

453.8 ( 6.1) 343.1 ( 5.2) 

713.9 ( 9.7) 544.3 ( 8.2) 

431.1 ( 5.8) 294.5 ( 4.5) 

356.0 ( 5.0) 282.2 ( 4.1) 

日

9

2

0

6

4

5

6

2

3

3

 

7

0

9

 

0

7

 

1子百 7，386.2(10川 6，616β(10明 89.6 

注被用者10名以上町経営における就業者数を宗す。カ γ ョ内は構成比ロ
出典:StaれstischesJahrbuch fUT das Deutsche Reic九1915.S. 70-71; 19♀L丘 82-83.

大戦中のドイツ経済の戦時経済的編成替によってひき起こされた製造業部門の

就業者構造の変化を示す第 2表によれば， 1913年から1918年までに建設業(被

用者10名以上の経営)における就業者数は約27.7万人から11.9万人へと減少し，

就業者総数に占める比率も3.7%か101.8%へと半減したのである。 こうした流

出労働力を補充することは戦時経済のもとにあっては著しく困難であれたと

えば，建設業の求人数に対する比、募者数の比率は1915年 8月には96%であった

のに対して， 1916年 6月には71%，同年11月には33%1こまで下落したといわれ

る目。また，住宅建設のための資金調達においても大きな制約が存在した。い

ま，住宅建設への融資において重要な役割を果してきた貯蓄金庫〔プロイセ:/)

の預金残高と抵当融資残高の推移を示す第 3表によれば， J915年から1918年ま

でに預金残高がおよそ70%増加したのに対して，抵当融資残高は約6，200万マノレ

31) Denkschriit des Reichsarbe】tsministeriumsvom 4. 2. 1922 “Masnahmen auf dem Gebiet 
des Wohηungs-und Siedlung.swesens von 1914 bis 1921 ~ ~ Reichstag浮DrucksacheNr. 3472， I. 
Wahlperiode 1920;1922. S. 3383 
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第 3表 プロイセン貯蓄金庫による抵当融資 (1915/1918年〉
(単位百万マルク)

年度l預金残高 抵当融資残高 比率(%)

1915 13，468.5 8，478.1 62.9 

1916 14，455.5 

1917 17，796.5 

1918 22，947.1 8，415.7 36.7 

出典 R. Ebelstadt.中.cit.， S. 400-401. 

第4衰抵当銀行による抵当融資 (19日7-1921年) (単位 ι 百万マルグ〉

年 抵当証券流通残高 増 減 抵当融資残高 増減

1907 8，830.7 8，581.8 

1908 日，311.9 481.2 8，970.1 388.3 

19日9 9，835.3 523.4 9，502.4 532.0 

1910 10，316.8 481.5 9，965.1 463.0 

1911 10，792.9 476.1 10，477.4 512.3 

1912 10，969.4 176.5 10，682.4 205.0 

1913 10，983.9 14.5 10，683.4 1.0 

1914 11，115.8 131.9 10，794.3 110.9 

1915 11，077.5 38.3 10，767.9 - 26.4 

1916 11，051.9 - 25.6 10，707.0 - 60.9 

1917 11，121.8 69.9 10，660.0 - 47.0 

1918 10，967.1 154.7 10，426.3 -233.7 

1919 10，879.2 - 87.9 10，368.0 - 58.3 

1920 11，035.7 156.5 10，634.3 266.3 

1921 11，268.7 233.0 10，788.7 154.4 

注:抵当融資残高は都市部のみコ
出典~ Statistisches Jahrbuch fur das Deutsche Reich， 1915， S. 298; 1919， S. 174; 1923， 

S.272 

グ減少した。それにともなって， 預金残高に占める抵当融資残高の比求も 62.9

9ぎから36.7%へ減少した。 とのように貯蓄金庫の住宅建設への融資が停滞的で

あったのは，預金の増加分の大部分が戦時公債の引き受けに充用されたからで

あると考えられる""。さらに，第 1順位抵当権の設定者として住宅建設資金の

32) R. Ebelstadt， op. cit.， S. 401. 
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約 6割を融資していた抵当銀行の融資残高は，第4表に示きれているように，

第一次大戦期に減少へ転じ， 1918年には実に 2億3，300万マノレグ強の減少を記録

している。

以上の経済的諸要因に規定されて建設業の経営環境は著しく悪化し，それと

ともに住宅建設は急速に収縮していき， 1918年には戦前の建設実績のわずか

1.2%という水準にまで落ら込んだのである。 ζ うした展開のなかで，はやく

も191G年に「戦争が終了したさいには小規模住宅を中心にして破局的な住宅不

足が生ずるであろう」と予測されていたといわれるが叩， 1916年以後の住宅建

設の急激な衰退は，こうした予測をはるかに上向 η て進行 L，すでに第一次犬

戦のきなかに件宅不足を現実の問頴としたのであづた。それは，大戦前から存

在していた住宅不足をさらに加速化させる要因として作用するとともに，戦時

インフ νの影響と相まって，家賃の著しい上昇をひき起こしたのである目的。ま

た，住宅不足の状況下にある住宅市場において家主の立場が強まったため，家

賃の引き上げを目的とする不当な解約告知が頻繁に行われるようになり，借家

人は二重の庄力にさらされることになったのである。こうした事態に直面して，

国家もようやく借家人のための保護政策を中心とする包括的な住宅政策を展開

する必要性を認識し始めたのである。

2 帝国議会と借家人保護問題

借家人保護立法において最初にイェシアティヴを発揮したのは，帝国議会で

あった。帝国議会は，深刻化の様相官呈し始めた住宅問題について審議すべし

1914竿春にいったん廃止された住宅委員会を1915年11月初日にふたたび帝国議

会第10委員会として設置Lた。第10委員会は，設置されたのちただちに審議を

開始し， 1916年 5月12日その審議の結果をまとめた「第一次報告書J35)を議会

33) L. Preller， op. Cit.， S. 68 
34) たとえf!，キールやルードヴィヒスハーフェンでは， j臣賞め上昇を食い止めるために家賃の引

き上げを全面的に禁止する布告が公布された。それに違反した家主は， ヨカ月の接固を求刑され，
判決では800マルク0罰金刑が言い渡されたという。 (Vgl.Rede von Bartschat in der 52. 

Sitzllng am 22. 5.， 1916， 5tenographi田 heBerkhte d同 Rekhstags._13. LP.. I!， S. 1211.) 

出) Erster Bericht CTeilbericht) der 10. Kommission vom 12. 5. 1916. Reichstags-IDruck即 h，/，
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に提出した。この報告書には， (1)帝国政府の役割， (2)家主層の救済， (3日昔家人
争

の保護の 3点に関する具体的な提案が盛り込まれていた。このうち，第 2点の

家主層の救済に関する提案については，前節にてすでに考察した。第1点と第

3点白うち，のちの展開とり関連で重要と思われる問題を指摘すれば，次0)通

りである。

まず，報告書は，これまでの住宅政策の展開において帝国政府が消極的な役

割しか果していないことを批判する。第!o委員会の審議過程において帝国政府

は，住宅政策の実施は邦政府の任務であるという従来からの見解をくり返し表

明していたが叫，とれに対Lて，第10委員会は，プロイセンにおいて1904年に

邦議会に上程された「プロイセン住宅法J草案がその後 ZHGDを中心とする

利益団体の圧力のために今日にいたるまで邦議会において事実上棚上げにされ

ている事実を指摘し，住宅問題を邦政府の手に委ねることをもはや坐視できな

いとの立場から，帝国政府みずから積極的な住宅政策を展開すべきであると主

張したのであるm 。そのさい，戦時体制のもとで住宅制度が新しい局面に立ち

至った ζ とが指摘されたが，具体的には，戦争終了後に深刻な住宅難が現出す

ることが必至の状況にあることと，戦争を通じて住宅制度の軍事的重要性が再

認識されたことが強調された。とりわけ後者の点を強調して，報告書は次のよ

うに指摘する。 i民族聞の闘争において，帝国は，国民の軍事的有能に依拠し

、Nr.295， 13. LP. II， S. 471-483. 
36) Ibicl" S， 472 なお，車ー次大戦以前の住宅制度における帝国政府，邦政府，地方自治枠司役

割分担の望槙およびそれにもとづいて展開された住宅政策自問扇点については， さしあたり
H. Krauschwitz， op. cit.， S. 6-9; D. Berger-Thimme， Wohnungsfrage und Sozialstaat. 
uηtersuchungen 2t/ den An!，ゐngenstaatUcher Wohnungspolitik in Deutschland (1873-1918). 

Frankf urt a. M. 19百， S. 147-242;羽T.R. Krabbe， Die Anfange des “sozialen W ohnungs-
baus" vo工 clemErsten Weltk:rieg. KomlUunalpolitische Demuhuugen u田 eineLosung des 

Wohnungsproblems. In: VieTteljahrsckrift fur Sozial-und WiTtschaftsgesckickte 71 (198の，
S. 30-58を奮闘せよ。

37) Erster Bericht (Teilbericht) der 10. Kommission， S. 472. Iプロイセン住宅法J(1918年3

月28日成立〉 については， 次の詳細かっ秀れた分析を参照されたい。 D.Berger-Thimme， ot. 
cit.， S. 220-252; L. Niethamrner， Ein langer Marsch durch die Institutionen. Zur Vorge-
schichte des preusischen Wohnungsgesetzes von 1918， in: ders. ffig.)，耳Tohnenin WI即 del.
Wuppertl¥l 1979. S. 363-384. 
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ているだけでなく，豊富な人的資源をも必要としている。」軍事力の増強にと

って国民が多数かっ健全であることが必須の条件であるが，この ζ とは健全な

家庭生活を営む多子家族の噌加によってはじめて可能となり，さらに健全な多

子家族の増加はまさし〈秩序ある住宅制度によって保証される。こうして「固

命カおよび多宇家食品と在毛命度との間に密接な関連が存在することが，戦争

によって明確に示された。」その意味で，住宅問題は帝国の死活問題ともいう

べきものであり，帝国政府はドイツ有国の自己保全の観点から第一級の政治課

題と Lてその解決に取b組むべきである，と'"'。ここで，軍事的な基盤の強化

という視点から住宅制度の改革を提言していることが注目されるべきである。

さて，以上回見解にもとづいて，第10委員会は，住宅建設に対する帝国政府

の財政援助の拡大を提案した。具体的には，第 1に，帝国政府の住宅建設助成

基金を現行の500万マノレクから1，000万マノレクヘ増額するとともに，公務員や軍

人のみに限定されている助成対象を戦傷者や戦争寡婦らにも拡大することを求

めた問。第2に，公務員中軍人による住宅建設に対する抵当融資についてこれ

まで帝国政府が引き受けていた帝国保註 (Reichsburgschaft) を拡充して，出

征者やその遺族が住宅建設を目的として公的金融機関から返済期間10年以上の

融資を受ける場合にもこれを供与することとし，そのための財源として帝国予

算に 2億5，000万マルクを計上することを提案した制。これらの提案はいずれ

も，それまで帝国政府がいわば雇用者 CArbeitgeber) としての立場から官吏

や固営企業の労働者や軍人に対してのみ供与していた助成措置を いぜんと

して戦争関係者という一定の|良定が付されているとしても 国民般にも適

用することを要求している点において，住宅政策の新しい方向を指示するもの

であった。こうした第10委員会の提案への対応を迫られた帝国政府は，住宅建

設功成基金について委員会の提案を受け容れたが，帝国保証の拡充については，

38) Erstcr Bcricht (Tcilbcricht) der 10. Kommission， S. 472. 
39) Ibid.. S. 474. A-II 
40) Ibid.. S. 475， A-V. 
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邦政府の管轄事項であることと財源不足とを理由に乙れを拒否した制。したが

って，帝国政府の積極的な財政援助を槙粁として住宅建設を促進L-，このこと

によって住宅不足にともなう弊害から借家人を保護しようとする構想は，わず

かな成果を収めたにすぎなかった。住宅建設への国家による本格的な経済干渉

は，帝1f，Uの崩壊をまってはじめて実現されるのである。

ところで，第10委員会は，以上の提案のほかに，借家人が住宅市場において

直面しているさし迫った困難を除去すべし家主と借家人との聞の自由な私的

契約関係に公権力が介入すべきであるとの提案を行った。すなわち，家主によ

る?d意的で不公正な解約告知と家賃の引き上げから借家人を保護するための法

律の作成に政府が早急に着手するよう要請したのである山。そのさい，制定さ

れるべき法律の内容について，委員会では当初，小規模で低家賃の賃貸建物

(年間家賃1，200マノレグ以下の住宅および2，000マルク以下の営業用建物〉につ

いてのみ戦争終了後2年目までに限勺て家賃の引き卜げを禁止するという案が

検討されていたが山，最終報告書では，こうした対象と実施期間に関する限定

が削除された。このことは，あらゆる種類の家賃の引き上げを規制の対象とし

ないならば借家人の保護は十分に達成されえないとする見解が，委員会の多数

派を占めたことを意味する。

こうした第10委員会の提案は，家主層に大きな動揺を与え，ただちに彼らの

激しい反撃をひき起こした。 1916年 5月20日の請願書において ZHGDは，次

のように反駁する。 i家賃の王応伏が〔委員会のいう〕不当な引き上げという悪

い方向へ進んでいること，あるいは法的な干渉が必要とされるほど全般的な弊

害が存在することは，どこにおいても確認されえない。」むしろ，現在の家賃

水準は低すぎるといえるのであり，賃銀やコークスをはじめとする原材料の価

41) Rede van Lewald (Direktor im Reichsamt des lnnern) in der 52. Sitzung am 22. 5. 1916. 

in: Stenographische Berichte des Reichstags. 13. LP. 11， S. 1217. 
42) Erster 8ericht (Teilbericht) dcr 10. KommIss凶n，S. 475， A-IV (3) b. 
43) V gl. Antrag Nr. 9， A-3 (b)， in: Erster BerichtくTeilberichO der 10. Kommission， S即

480; Antrag Nr. 14， A-IV-4 (b)， in: ibid.， S. 482 
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格が騰貴する状況のもとにあって I住宅制度に大きな痛手を与えるべきでな

いとすれば，物価の上昇に見合Zた家賃の引き上げを妨げるべきではない。

もし，家賃の上昇を妨げるならば，それは住宅制度の健全さを損うことに

なろう。したがって，健全な住宅制度四実現を追求するかぎり，家賃の上昇を

人為的に抑制することは，国民経済上の理由から誤りであると考えられる」

どへまた，解約告知権の制限について I借家人に同じような制限を課さな

いで，家主の自由な解約告知権のみ十制約することはまったく不当である』と

言張L，さらに，家主の解約告知権の正当性を次のように指摘する。 I多くの

人々がひとつの屋根の下で共同で居住する場合には，その家屋の平穏を維持す

るために居住者を変更することは， しばしば必要であるばかわでなく不可欠で

もある。 解約告知権の制限は，不穏な状態を永続化させ，耐えがたい状態

を創り出すことを意味する」と制。

さて，帝国議会の審議において，社会民主主義協動図。ozialdemokratische

Arbeitsgemeinschaft) は借家人の保護について積極的に肯定の姿勢を示した

が伺社会民主党はこの問題に直接に言及することを避け，むしろ帝国政府の

主導による住宅政策の展開を強〈主張することによって，第10委員会が提案し

た借家人のための保設措置を帝国政府の責任において速やかに実施することを

間接的な形で要求した判。これに対して，中央党，進歩人民党， ドイツ会派

(Deutsche Fraktion)は家主層の利害を重視する立場を鮮明に表わし削， とり

44) Eingabe an den Bund田'"ョ denReichstag u. a. vurn 20. 5. 1916， jn: Der Sch叫 zdes 
H ausbesitzes und des Realkredits， S. 54-55 

45) Ibid.， S. 55 
46) Rede von Cohn (SAG) in der 52. Sitzung am 22. 5. 1916， in: Stenographische Berichte 

des Reichstags. 13. LP. II， S. 1219-1220.社会民主主義協働因。AG)は，戦時公債の軍認に
反対する朴会民亨党議員20名が1916年春に党から除名されたりち議会内において形成した独立会
派である。 SAGの結成によって表面化した社会民主党の内部対立は，周知りように， 1917年に
独立社会民主党 (USPD)と多数派社告民主党 (MSPD) の分裂をもたらすにいたる。 Vgl.A 

Klδnne， Die deutsche .4.rbeiterbewegung， Dusseldorf 1980， S. 142-143; A. P ーゼンベルク

『ヴァイマル共和国成立史~ (足刺末男訳〉 みすず書房 1969年， 116-122ベ←シ。

47) Rede von Gohre (SPD) in der 52. Sitzung am 22.' 5. 1916， in: Stenographische Berichte 

des Reichstags. 13. LP， II. S. 1205-1208 

48) Vgl. Reden von Jager (Zentrum). Banschaft (Fortschrittlicbe Volkspartei) und Arendtノ
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わけドイツ会派は帝国議会における家主層の積極的な利害代弁者としての役割

を呆した。 ζれらの政党ぱ，家主の家賃決定権と解約告知権に公権力が介入す

ることに反対する態度を基本的に堅持していたの Cあるが，しかし，第10委員

会の提案には，すでに指摘したように，家主層に対する部分的モフトロアムの

実施とし、う要求が盛り込まれていたため， その実現とひきかえに借家人の保護

に関する提案に反対Lないという態度を示した。また，この提案において，公

権力の介入が不当な家賃の引き上げや解約告知の濫用のみに限定されていたこ

と.しかもその不当件の判断の根拠を明示することが注意深〈避けられていた

ことが，これらの政党にとって妥協の余地を大き〈したといえよう。こうした

背景のもとで，第10委員会の提案は， 1916年 5月22日の本会議において可決さ

れるにいたったのである。

いまや，借家人の保護に関する法律草案の作成が，帝国政府の手に委ねられ

ることになった。しかし，この立案作業は容易に進まず，帝国政府が具体的な

成果を示しえたのは，およそ 1年後の1917年夏にいたってからであった。家主

層の救済に関する第10委員会の提案が帝国議会での可決ののちわずか 1カ月の

うちに法律として結実したことと著しい対照を示していることが，注目される。

さらに，借家人保護問題に対する帝国政府の消極的な姿勢との関連で注目すべ

きことは， 1917年夏の法律は，家主層の団体が家賃を一斉に値上げすることを

決議したことが帝国議会において重大視されたことを直接の契機として制定さ

れた乙とである。すなわち，家主層の新たな攻勢を前にして借家人の利害がさ

らにいっそう脅かきれる危険がさ L迫る事態にいたってようやく，帝国政府は

借家人保護むための立法に着手したのであコた。

1917年 7月日 R，社会民主党は帝国政府に公開質問状を送付し，そのなかで

野菜，果実の価格騰貴と家庭用石炭の供給に関する問題とならんで，次のよう

に家賃問題に言及した。 r経済的弱者である借家人 とりわけ出征者家族

ーーーの不利益を省みず，家屋所有者団体が借家契約の解約を手段として10-33

、CDeut5cheFraktion) in der 52. Suzung am 22. 5. 1916， in: ibid.， S. 1200-1202，1209-1216 
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%の家賃の引き上げを実現させる旨の決議を採択したことを，帝国宰相は御承

知や否や」と刷。 7月 9日の帝歯議会本会議において，社会民主党のホッホ

Hoch はこの問題を取り上げ，その対応策として次のような提案を行った。 (1)

家賃の引き上げの理由が正当か否かを個別的に審査する機関として賃貸借局

(Mi巳ls~mter) を地方自治体に新設すること， (2)賃貸借局に家賃の引き上げを

禁止する権限を与えること， (3)もし家賃の引き上げに正当な理由が存在すると

判断されたときには，借家人の家賃負担の増加分を帝国政府，邦政府および地

方自治休がそれぞれ 3分の 1ずつ肩代わりするとと50)Llこの提案は，家主の家

賃決定権に地方自治体が介入しさらに借家人の経済的負担の軽減のためにい

っそう拡大された規模で国家干渉を展開することを要求するものであった。そ

の意味で，まさしく第10委員会の第一次報告書における提案を早急に具体化す

ることを帝国政府に迫るものであったといえよう。

これに対して，帝国内務省長官兼帝国宰相代理へノレフェリヒ KarlHelfferich 

は，家主団体による家賃の一斉値上げが借家人の聞に大きな動揺をひき起こし

ていることを認めつつ，しかしこの問題を扱うさいには家主層の経済的苦境

をも考慮すべきであると主張1--，家賃の引き上げを法律によって無条件かっ一

律に禁止することには消極的な姿勢を示した。そのうえで，社会民主党の提案

tこ一定の理解を示して，政府として具体化すべき対応策について次のように指

摘した。 Iこうした困難な時代にあっては，双方の利害，すなわち借家人と家

主の利害を均衡させ，適正な裁量にもとづいて乙れを調整するという方策だけ

が可能である」と。そして， ζ の方針にもとづL、た具体的な法案を数日中に連

邦参議院に提出することを約束したE~ その成果が， 1917年 7月初日に連邦参

49) Interpellation， betreffend die Verhaltnis出eauf dem Obst. und Gemusem田主tund in der 

Kohlenversorgung sowie dι， s回 igerunguer Miel~preise vom 6. 7. 1917， Reichstags-Druck-
sache Nr. 908， 13. LP. 11， S. 1695. 

50) Rede von Hoch (SPD) in der 113. Sitzung am 9. 7. 1917， in: Stenographische Berichte 
des Reichstags. 13. LP. 11. S. 3536. 

51) Rede von Helfferich (5比aatssekretardes Innern， Stellvertreter des Reichskanzlers) in 

der 113. Sitzung am 9. 7. 1917. in: ibid.. S. 3538-3539 
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議院が全権委任法にもとついて公布した「借家人保護のための布告」である。

この布告によって，いわゆるを般的な借家人保護政策の第一歩がしるされたの

である。

3 1917年 7月布告をめぐる諸問題

帝国政府は 7月初日の布告に関する詳細な主旨説明書を公表したが，その

なかでこの布告を公布する lこいたフた背景を次のように筒潔に指摘してい答。

「家屋所有者は，彼らの協会や連合会の決議にもとついて，全困各地で借家人

に対して家賃の引1'"卜げを受け容れる上う要求した。また，これまで何度も家

賃の値上げを見送ってきた小規模住宅の家主ふ今回はこれに追随するにいた

った。戦時下にあって引っ越しが困難であり，かっ多額の費用を要するため，

借家人はほとんどの場合に家賃の引き上げの要求を無条件に受け容れることを

強いられたJ1:5九さらに続けて，今回の値上げは，経済的および社会的な許

容限度を越えるものであったため， I借家人層に動揺をひき起こし，法的な保

護措置を求める声を大きくする結果となった」と指摘している日〉。こうした背

景のもとで公布された 7月布告の目的は，すでに帝国議会においてへんフェリ

ヒが示唆したように，家賃の引き上げの全面的な禁止ではなしむしろ，個別

slJti主命Iとiii: I中立的な機関が，借家人の訴えにもとづいて，家主の解約告

知や彼が安求する家賃の値上げの妥当性について決定を下すJ54，)と L、う方法に

よって，借家人を不当な解約告知や家賃の引き上げから保護することにあった。

具体的には，賃貸借関係をめぐる係争問題の調停を任務とし亡1でに1914年12

月に地方自治体に設置されていた賃貸借関係仲裁所 (Mieteinigungsarnter)の

権限が強化されたのである。

賃貸借関係仲裁所は，その設置を定めた1911年12月15日の布告によれば間，

52) Begrundung (';UI Verordnung zum Schutze der恥1ietervom 26. 7. 1917，日 Reichsan

zeiger， Nr. 178 vom 28. 7. 1917. zit. nach: H. A. H. Grol】mann，Das Mieteinigungsamt 
nach der Verordnung vom 25.7. 1917，“ zum Schutze der Mieter~. Di路 Leipzig1918， S. 76 

53) Ibid.， S. 76 
54) Ibid.， S. 76-77 
55) Bekanntmachung， beterffend Einigungsamter vom 15. 12. 1914， in: RGBl， 1914， S. 511-512 
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裁判官もし〈は中立の行政官から任命される 1名の議長と，家主層および借家

人層のそれぞれ同数の代表者から成る 2名以上の陪審員とから構成された。そ

の意味で，それは，家主と借家人の同権的な参加にもとづく仲裁機関であった

といえよう o ところで 7月布告が公布される以前の法律関係によれば，仲裁

所の活動には一定の限界が回されていた。すなわち，借家人の家賃滞納を理由

とする解約告知の宣当性をめぐる審理は通常の裁判所の任務とされ，仲裁所に

は参考所見を述べる権限しか与えられていなかったυ それιげトの理由にもとづ

く解約告知，たとえば家賃の引き上げを目的とする解約告知などについては，

仲裁所は借家人の異議申 L立てにもとづいてそれを審理し裁定全〈だすことが

できたのであるが，しかしその裁定には法的な強制力がなかったため，もし

家主がそれに同意しないときには，解約告知期日喪が経過すれば借家人は住宅か

ら立ち退かなければならなかった叩。これに対して，新しい布告によれば，

1917年7月 1日以後に行われたすべての解約告知について，借家人が異議を申

し立てたときには仲裁所はこれを審理すべきであるとされ，また，その結果く

だされる決定は当事者に対して法的な拘束力をもっと同時に，上級裁判所に控

訴できない最終決定としての性格(いわゆる Unanfechtbarkeめを受けとっ

たのである刊。さらに，仲裁所の決定は適正な裁量にもとづいて行われるべき

であると定められたが，このことは，事実上仲裁肺が，民法の規定に照ら

せば有効とされる解約告知について，社会的な理由か bその法的効)Jを否定す

ることができる」ことを意味した日〉。具体的には，家主の解約告知にたとえ正

当な理由があると認められたと Lても，住宅不足が深刻化するなかで借家人が

新しい住宅を探し出すことが著し〈困難であるとし、う事情を考慮して，仲裁所

は家主に対して解約を断念するか 3 あるいは借家契約を一定期間延長する止う

命令することができ毛 ζ とになったのである。そのさい，借家契約の延長の条

56) H. A. H. Grohman， op. cit.， S. 2 

57) Bekanntmachung zum Schutze der Mieter vom 26. 7. 1917，自 3.
58) D. Mittelstein， Die Bundesratsverordnung vom 26. Juli 1917 zum ，schutze der Mieter. 

叫んristischeWochclIschrift (=JW) 46 (1917)， S. 795. 



102 (426) 第 136巻第4号

件として適Eな範囲内の家賃の引き上げが認められ，仲裁所がその引き上げ額

を決定することとされた。ごり点について，帝国政府の主旨説明書は次のよう

に指摘している。 i仲裁所の決定において考慮されるべきこととして，たとえ

ば，戦時中。物価の上昇，抵当利子。引き上げ，貸家維持費用の増大の結呆生

ずる諾困難から家屋所有者を救済するために，適正な家賃の引き上げがしばし

ば必要であるととを，指摘しなければならない」と問。こうして，家主層の正

当な経済的利害に対しては一定程度考慮が払われたわけである。いずれにせよ，

この布告によって仲裁所は「きわめて広範囲に及ぶ絶対的な権限をもつまった

く新しい司法機関Jeo)として立ち現われたのである。かかる仲裁所の権限強化

を内容とする 7月布告は，家主による解約告知権の濫用を制限することを主要

な目的としていたという意味において，家主層のもつ「支配的な権利に対する

国家干渉の第歩J61)と位置づけることができるだろう。

この 7月布告に対して，ただちに家主層から激しい批判が行われた。まず，

仲裁所の命令によって借家契約を延長するさい家賃を引き上げることが認めら

れたが，実際には，仲裁所は，借家人の家賃負担能力を優先的に考慮して家主

の要求を下回る引きょげしか認めないことが多かった。そのため ZHGDは，

仲裁所が提示する家賃白引き上げは本来心意味での家賃の引き上げとまったく

かけ離れたものであるとして批判したのである凶。 Lかし， 7月布告に対する

家主層の批判の焦点となったのは，むしろ，仲裁所の決定について控訴できな

いと定めた第 3条をめくる問題であョた。この条項によって，仲裁所の決定に

不服があるときに裁判所に再審理を請求する途が閉されてしまったζ とが，家

主層の反発をロき起としたのである o これまで家主層は，民法典が解約告知権

を家主の正当な権利として認めていたため，裁判所での審理において自己に有

59) Zit. n:ach; H. A. H. Grohmann， o.ψ cit.. S. 78 

60) P. Oertmann， Uber die T日 gweiteder Entscheidungen des Mieteinigungsamte!i， in: JW 
46 (1917)， S. 956 

61) H. Hirtsiefer. op. cit.， S. 108. 
62) D. Mittelstein， Nochmals die BundesratsveIordnung vom 26. luli 1917 zum Schutze der 

Mieter， in: JW 46 (1917)， S. 922 
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利な決定を得ることができると期待することができた。これに対して，いまや

唯一の審珪機閥と位置づ付け-'"れた

古か主なように'家主の経済的利害よりも借家人の保護を優先するという原則にも

とづいて仲裁が行われることになったため，家主眉は彼らの解約告知権への介

入を警戒しなければならなか〉たのである。

ところで，との第3条をめくる問題は，仲裁所の決定の法的根拠およびそれ

と民法典との関係，あるいは仲裁所と裁判所止の司法機構上の関係をめくる問

題として，法曹界においても大きな論争をひき起こした。 7月布告の性格を理

解するうえで重要と思われるため，以下でその主要な争点を整理してみたい。

7月布告に対する批判者は，まず，仲裁所の権限の強化に対してその批判の

矛先を向けた。 I仲裁所は，法律や契約に関する根本原則に拘束きれることな

く自由裁量によって決定をくだす。ここに示されている強大な権限は，その決

定が控訴しえない最終決定であることによって，さらに強化されている。こう

した規定は，仲裁裁判官の法律上の地位についてこれまで通説が認めてきたも

のから大きく逸脱し，まったく尋常でない驚くべき規定である」と回〕。さらに，

従来の法律関係、を維持せんとする観点から，批判者らは仲裁所の活動領域の制

限を主張する。すなわち，借家人はすべての種類の解約告知について仲裁所に

異議を申し立てることができるのではなし家賃ω引き上げを目的とする解約

告知についてのみ異議申し立てができ否。その他の解約告知については，通常

の裁判所において民法典にもとづいて審理されるべきであるというのである刊。

こうした仲裁所の審理対象の限定を正当化する根拠として，彼らは， 7月布告

の本来の目的が家賃上昇の防止にあったことを指摘する。 Iこの決令の H的は，

その成立の事情や法令の名称からみて，解約告知を手段として家賃を引き上げ

よう正する試みから借家人を保護することだけにある。というのは，今日の小

規模住宅の不足や引っ越し費用の高騰という状況のもとで，借家人はしばしば

6:3) P. Oertmann， op. cit.， S. 956 
64) Ibid.， S. 957; W. Lowenfeld， in: Tag， 1917， Beilage Nr. 202， 220.232 (zit. nach: D. 

Mittelstein~ Nochmals die Bundesratsverordnung. S. 921). 
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解約告知の取り消しとひきかえに家賃の引き上げに同意するととを余儀な〈さ

れているからであり，家主I~ とって，解約告知は，通常，家賃の引き上げを実

現させるための好都合な手段として役立っているからである」と臼〉。つぎに，

控訴をめくる問題について，批判者らは，仲裁所が法令の定める適正な手続き

を経て決定をくだした場合には控訴できないことを認めながらも，仲裁所が適

Eな手続きを経て決定をくだしたか否かについて裁判所はこれを審理すること

ができると主張した脚。すなわち，仲裁所は司法機構のうえでは最下級審とみ

なされるべきであり，賃貸借関係争めぐる係争問題に関する最終的な司法判断

は上級裁判所の手に委ねられるべきであるというのである。こうした解釈によ

れば，仲裁所の審理において不利な立場に置かれると予想された家主層にとっ

て，仲裁所の決定を裁判所において再審理するよう請求する途が拓かれている

はずであった。

以上の解釈に対して，件裁所の権限の強化を歓迎する立場から，次のような

反論が行われた。第 1に，現在直面している住宅問題とは家賃の上昇にあるだ

けではなく，住宅市場が逼迫しているために引っ越しがきわめτ困難であるこ

とも含まれる。したがって，仲裁所が借家人の保護をその任務とするかぎり，

家賃の引き上げを目的とする解約告知だけでなく，借家人に立ち退きを余儀な

〈させるあらゆる種類の解約告知が，仲裁所における審理の対象とされるべき

であった刊。第2に，仲裁所は従来の裁判所機構から白立したまったく新しい

仲裁機関 Eあり，しかも借家人の保護というすぐれて社会的な任務をもつもの

であるため，従来の法律関係と衝突するのはむ Lろ当然である。それゆえ，

「たとえ仲裁所が，解約告知や借家契約の効力などをめぐる法律問題について，

民法典とは異った決定や，あるいは民法典に反する決定を〈だす恐れがあると

65) P. Uertm.ann， op. cit.， S. 956. 

66) Ibid.， S. 957. 
67) D. Mittels旬inn，Nochmal~ die Bundesratsverordnung， S. 922; ders.， Kundigung zum 

Zweck der Mietsteigerung， in: JW 47 (1918)， S. 360-361; Kraemer， Die gerιchtliche 
Nachprufung der Ent-scheidungen cles Mieteinigungsamtes gemas Bekanntrnachung zum 

Schutze cler恥t[jeぇervom 26. Juli 1917. in: JW 47 (1918)， S. 83 
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しても，こうした危険はこの布告を成立せしめた社会的な理由と比べるならば

問題とならないであろう。」聞第3に，以上の論点と密接に関連することであ

るが，仲裁所の任務はiJiiTltc1"点 G~モ街i~~主~，.、J右手ulili守主 ~t モ止去

しその決定を通して当事者聞に薪~，.、会各自保全彩)JÏi;~ト i:: Í:である 6ヘす

それがくだす諸決定を通して賃貸借関係に法形成的に

く429)第一次大戦期ドイツにおける住宅政策の展開

で床志のそ
。
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以上白理由から， 仲裁限り広い裁量の余地J'υ をもつべきであった。第 41二，

所においていったんくだされた決定士裁判所において民法典に即して再審理す

はじめから排除されていると解釈すべきであヮた。ることt主，

7月布告をめくって対立する 2つの解釈が示されたのであ以上みたように，

次第に後者の解釈を支持する立場が優勢るが，現実の訴訟における判決では，

ベノレリーンの仲裁所

以上で紹介し家主が，

になっていったように思われる問。一例をあげるならば，

がある解約告知を無効であると決定したととに対して，

た前者の法解釈を根拠として， 仲裁所の任務は家賃の引き上げを目的とする解

約告知の審理にのみ限定されているとみされるべきであり y したがって，家賃

の引き上げを意図しない当該の解約告知を無効とする ζ とは仲裁所の権限から

の逸脱であると主張して，その決定の撤回を裁判所に訴えたのである。

対してベノレリーン・ラント裁判所は，

これしに

次のような判決をくだした問。

「この連邦参議院法令c7月布告のこと一一引用者)を成立せしめた主

要な動機が，現在の市場動向を利用して法外な家賃の引き上げを図ろうと

68) 1. Holz， Die Unanfechtbarkeit der Entscheidungen des Mieteinigungsamtes， in: JW 47 
く1918)，S. 260 

69) D. Mittelstein. D1e Bundesratsverordnung， S. 795; 1. Holz， op. cit.， S. 260 ; H. A. H. Groh 
mann. op. cit.， S. 23 

70) D. Mittelstein. K工lndigungzum Zweck der Miets相 igerung，S. 361 

71) 1. Holz. op. cit.， S. 259 

?の たt;'し，この布告が公布された当初は，前者D法解釈を主持する判決も散見された。たとえば，
ベノレリーン・ラント裁判所の1917年11月14日の判決がそ昭一例である。 Vg!.Landgericht Berlin 

II， U:rteil vom 14. 1L 1917 (Tε'lCt in: H. A. H. Grohmann， op. cit.. S. 10-11，. Anm. 3). 

73) Landgericht III Berlin， Urteil vom 10. 7. 1918. 26 s. 123/18， zit. nach: JW 47 (1918). 
S. 573-574. 
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する家主の試みに対処しなければならないという考慮のうちにあったとし

ても， しかし，この法令は，賃貸借関係仲裁所の権限を家賃の引き上げを

目的として解約告知が行われた場合にのみ限定しているわけではない。ま

た，こうした限定は，明らかに立法者の意図でもない。家主は解約告知を

行うときその理由を申し立てる必要がないため，多くの場合家主が家賃の

引き上げを目的として解約告知を行うのか合かについて判断し確証するこ

とができない。したがって，賃貸借関係仲裁所の権限を家賃り引き上げを

目的とする解約告知に関する事件にのみ限定す与ならば， c法秩序の〕不

安定性と不確実性を招き，こむことは解約告知の効力をめぐる問題を迅速

かっ明確に処理するという法令の主旨に反することになり，また，多くの

訴訟において賃貸借関係仲裁所の効果的な活動を動揺させることになろう。

したがって，賃貸借関係仲裁所は1917年 7月 1日以降行われた家主のすべ

ての解約告知について借家人の訴えにもとついてその効力を判定しなけれ

ばならないという解釈こそが，この法令の条文，意味， 目的を正当に評価

するものである。」

また.7:ライツ・ラント裁判所も同様の判断を示したが，そのさい 7月布告

のもつ社会的な性格を強調したことが注目される。すなわち， Iこの法令の最

高の原則と主要な目的は借家人の保護にある」としたうえで，この原則と目的

に照らしたとき，借家人を根拠のない不当な家賃の引き上げから保護するだけ

では不十分であり，むしろ「現在居住している住宅の明け渡しを強要する〔家

主の]冷酷さと不当性」から借家人を保護することが重要である，と指摘した。

さらに統けて，次のように指摘する。 I非社会的な思考をもっ家主」に対抗し

て国家が借家人に援坊山子を差しのべることは自明のことであり，また，仲裁

所自活動領域を家賃の引き上げを目的とする解約告知の審理にのみ隈定する ζ

とは，家主に対して法律の主主け道を提供することにほかならず，その結果，借

家人の保護という原則は幻想と化すだろう，と問。

74) Lanclgericht Greiz~ Urteil vo皿 G.11. 191仇 S.5/18， zit. nach: JW 48 (1919)， S. 199;ノ
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以上において紹介した論争と判決の例から 7月布告が借家人保護政策の第

一歩としての意義をもつものであったことが明らかであろうが，さらに，この

ことを仲裁所の実際の活動の側面からいま一度検証してみたい。いま， ドノレト

ムy ト賃貸借関係仲裁所を例にとるならばn九第 5表が示す通札 1917年7月

第5表 ドルトムント賃貸借関係仲裁所
の活動(1917/18年〕

仲裁裁定の内容

解約告知の取り消 L

解約告知の承認

家賃引き上げの禁止

家賃引雪上げの部分的禁止

家賃引き上げの承認

和解

審理未了・その他

合計

出典注75)参照。

[互互|

369 

456 

1，557 

から1918年 6月までに借家人によ

って仲裁所に提訴された 1，557件

のうち，審理未了のものなどを除

< 1，101件について裁定がくださ

れた。それを内容別にみるならば，

まず， 解約告知に関する提訴 67日

件のうち.家主に対して解約告知

の取り消しを命じた裁定が 517件

(76.5%)であったのに対して，

解約告知を認めた裁定は 59件

(23.5%)にすぎなかった。家主による解約告知権の行使に対して仲裁所が厳し

い態度で臨んだことが明らかである。つぎに，家賃の引き上げについてみるな

らば，引き上げの禁止あるいは部分的禁止を命じた裁定はそれぞれ95イ牛 (60.9

%)， 31件(19.9%)であり， これに対して，引き上げを承認した裁定はーわずか

に30件(19.2%) であった。家賃の引き上げに関する提訴のおよそ 8割につい

て，仲裁所はそれらを不当な引き上げであると判断したわけであるo さらに，

提訴全体についてみるならば，借家人の提訴を却下して家主の主張を認めた裁

定が出件 (8.1%) でしかなかったりに対して，借家人にとっt有利な裁定は

643件 (58.4%)を占め， 369件 (33.5%) が和解であったo ， 、ま，和解によっ

て借家人が一方的な不利益を蒙らなかったとするならば，仲裁所は提訴のおよ

そ9割について借家人の利害に何らかの形で配慮を示す裁定をくだしたのであ

¥-..auch H. A. H. Grohmann， op. cit.， S. 12-13 
75) Denkschrift uher Masnahmen gegen Wohnungsnot in Dortmund， S. 11 
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る。こうしたドルトム y }における仲裁所の活動から明らかなように， 7月布

告は，家主の専横から借家人を保護するための制度的な枠組みを確立するうえ

で決定的な役割を呆Lたといえよう。

III 借家人保護と内政

結びに代えて一一

以上で考察した 7月布告にもとづいて実施された借家人保護政策は，第 次

大戦期の内政上の危機的諸要因に規定されて展開された戦時社会政策の一環と

して捉えることができる。とりわけ， 1916年秋以降の内政および経済上の危機

的な状況が，住宅政策の転換に対して決定的な影響を与えたといえる。いわゆ

るヒンデンブノレク計画が住宅建設の著しい衰退を招いたことはすでに指摘した

が，この計画が遂行されるなかで，暖房用の右炭の欠乏や食糧をはじめとする

日首必需品の輸送手段の不足が顕在化 L 次第に国民生活に重大な影響を及ぼ

し始めた問。さらに， 1916/17年冬期に食糧事情が著しく悪化した乙とが，政

府の経済政策に対する国民の不満を高め，社会的緊張をさ白にいっそう深める

要因となった?7)。食糧問題の解決や賃銀の引き上げなどの要求を掲げて行われ

た1917年 4月の一連のストライキは，こうした労働者層の不満の明白な表現で

あったといえ上う 7へそのさい，家賃の著しい上昇や家主による解約告知権の

濫月として現われた住宅問厨もまた，労働者層の生活の窮迫において大きな比

重を占め，社会的緊張の深化の一要因として作用したのである。さらに， ロシ

アにおいて起きた二月草命がドイツに波及することに対する危機意識が支配層

において高まるとともに刊に軍事面においては. 1917年 2月に開始された無制

限潜水艦戦が期待された戦果をあげることができずs また，陸上においてもこ

下6) G. D. Feldman，叩.cit.， pp. 253-266 

77) 食糧事情の悪化については， J. Kocka， Klassengesellschaft im Kri唱， Gottingen 1973， S. 
肝 98，133-134を参照。

78) G. D. Feldman， op. cit.. p. 336 f 

79) F. Fischer， G円Fηachder Weltmacht， Dusseldorf 1967 (ND. Kron.berg I Ts. 1977)， S 

269-2叩 (W世界強固への道](II) (村瀬典雄監訳〉 岩投手寄居 19田年. 4-5ベージ).
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の時期ドイツ旧作戦は守勢に終始していた80)0 rζ うして1917年夏には， ドイ

ツ国民の，政治的および軍事的指導に対する第 2の信頼の危機がおとずれた」

のであるBヘかかる状況のなかで，戦争の遂行を至上課題とする政府・軍当局

は，労働者層に対する譲歩を迫られるにいたったのである。というのは，現代

の戦争を特徴づける総力戦を遂行するためには，物的資源だけでなく労働者古

はじめとする社会諸階層の全面酌な動員と彼らの政治的忠誠が不可欠の灸件で

あったからであれそれゆえ，内政における社会的緊張の増大，あるいは社会

的紛争の顕在化は戦争の遂行にとって阻害要因にほかならなかったからである。

総力戦の結果として国民に謀せられる膨大な経済的負担が国民生活を圧迫し始

めて社会的緊張を高める恐れが生ずるにいたったとき，政府は，閏内の戦時体

制全安定させるべく，労働者層に対して譲歩することによって社会的紛争を未

然に防止するという政策を打ち出してきたのである。ここに，第一次大戦期の

戦時社会政策の歴史的な性格をみることができる。 i[園内の〕平穏がもはや

イデオロギーによる外見的統合によっても，またデマゴギーによる操舵によっ

ても実現されえな〈なるや， 階級社会において戦争をさらに継続するため

に，わずかに国内改革という可能性が残されていただけであり，その目的は，

紛争の調整機構を創設し，少なくとも非特権階層の要求のい〈っかを実現させ，

彼らの忠誠を維持し社会的結束を確実にすることにあった。」叩かかる課題を

住宅制度において実現するためには，有産階殺の資産の私的処分権に対する一

定範囲内の公権力による干渉が不可避であった。その意味で，当時の住宅市場

において家主層白市場権力が不均等なまでに強大化することは戦時体制の安定

を脅かす危険を内包ずるものであるという認識を背景として，家主と借家人と

80) A目ローゼンベルク，前掲書J 115， 159ページ。
81) A ローゼンベルク，前掲書， 159ベージ。
82) J. Kocka， op. cit.. S. 122 こうした政簡の代表的な倒は，周知のように.1916年12月白「祖

国勤労補助法J(Das Vaterlandische Hilfsdiens唱 esetz) である。 また，プロイセン選挙法四
改革ざい拍車 Lt.~皇帝の復活事親書 (1917年 4 月 7 日〉も，同様D背景から説閉す"ととができる.
ζれらの政策決定』晶程および政策担当者白E諒苗については.フェルドマンの詳細な研究を春闘さ
れたい。 Vgl.G. D. Feldman， op. cit.， p回目7f.， pp. 333-336; auch J. Kocka，噌.cit.， S. 38. 
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の聞の紛争を調整すべく賃貸借関係仲裁所の権限を強化し，また，借家人の代

表が家主の代表とともに仲裁所のメムパ{として同権的に参加する道を拓き，

さらに，仲裁にさいしては借家人の保護の原則を優先させることを住宅政策の

基本として明示化した1917年7月の布告は，まさ L<戦時社会政策を特徴づけ

る社会的国家干渉のー形態として捉えることができるだろう。

ところで，第一次大戦期の借家人保護政策は，その後， 1918年 9月23日の

「借家人保護のための布告J83) と「住宅不足対策に関する布告J84) によって，

さらに拡大されるにいたる。以上で考察した 7月布告とともに，ゲァイマル期

住宅政策との関連において決定的に重要であるこれらの布告については，稿を

改めて論じたいと思う u

(1985. 6.12 稿〉

83) Bekan叫machungzum Schutze der Mie1:er vom 23.9.1918. in: RGB1. 191札S.1140-114正

84) Bekanntmachung出 erMasnahmen gegen Wohnungsmangel vom 23. 9. 1918.田 RGBl，
1918， S. 1143-1146. 


